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規 則

高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第30号

高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則（平成21年高知県規則第59号）の一部を次

のように改正する。

第 3 条第 1 項中「たい積」を「堆積」に改める。

第 8 条第 2 項第 2 号中「住民票の写し」を「住民票の写し（当該法定代理人が法人である場合に

あっては、登記事項証明書。以下同じ。）」に改め、同条第 3 項中「第11条第 1 項第13号及び同条

第 2 項第 6 号」を「第11条第 1 項第13号及び第 2 項第 6 号」に、「住所」を「住所（当該法定代理

人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の職名及び氏名並びに主たる事務所の所在地。

以下同じ。）」に改め、同条第 4 項中「特定埋立事業（一時たい積事業）許可申請書」を「特定埋

立事業（一時堆積事業）許可申請書」に改め、同条第 5 項第 4 号中「たい積」を「堆積」に改め

る。

第 9 条中「すべてに」を「全てに」に改める。

第12条第 1 項第 1 号及び第 5 項中「法人」を「当該者又は当該法定代理人が法人である場合」に

改める。

第14条第 1 項中「特定埋立事業土砂等管理台帳（一時たい積事業用）」を「特定埋立事業土砂等

管理台帳（一時堆積事業用）」に改め、同条第 2 項第 1 号中「にあっては、」を「にあっては、そ

の」に改め、同項第 5 号中「一時たい積事業」を「一時堆積事業」に、「たい積が」を「堆積が」

に改め、同項第 7 号中「にあっては、」を「にあっては、その」に改める。

第15条、第16条第 1 項及び第18条第 1 項中「一時たい積事業」を「一時堆積事業」に改める。

別表第 4 の 3 中「勾
こ う

配」を「勾配」に改める。

別表第 5 の 2 中「たい積」を「堆積」に改め、同表の 3 中「たい積」を「堆積」に、「勾
こ う

配」を

「勾配」に改める。

別記第 1 号様式中

申請者の法定代理人の住所及び氏名

（申請者が未成年者の場合にのみ記

入してください。）

申請者の法定代理人の住所及び氏名

（法定代理人が法人の場合は、主た

る事務所の所在地、名称及び代表者

の職・氏名）（申請者が未成年者の

場合にのみ記入してください。）

「

「

を

」

」

に改め、同様式裏面中「法定代理人の住民票の写し」を「法定代理人の住民票の写し（法定代理人

が法人のときは、登記事項証明書）」に、「その他」を「 1 から13までの書類のほか、」に、「高
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知県収入証紙はり付け箇所」を「高知県収入証紙貼り付け箇所」に改める。

別記第 3 号様式中「特定埋立事業（一時たい積事業）許可申請書」を「特定埋立事業（一時堆積

事業）許可申請書」に、

に改め、同様式裏面中「法定代理人の住民票の写し」を「法定代理人の住民票の写し（法定代理人

が法人のときは、登記事項証明書）」に、「たい積」を「堆積」に、「その他」を「 1 から10まで

の書類のほか、」に、「高知県収入証紙はり付け箇所」を「高知県収入証紙貼り付け箇所」に改め

る。

別記第 4 号様式中「高知県収入証紙はり付け箇所」を「高知県収入証紙貼り付け箇所」に改め

る。

別記第 5 号様式注 2 中「その法定代理人の住民票の写し」を「その法定代理人の住民票の写し

（法定代理人が法人のときは、登記事項証明書）」に改める。

別記第 9 号様式中「特定埋立事業土砂等管理台帳（一時たい積事業用）」を「特定埋立事業土砂

等管理台帳（一時堆積事業用）」に、「最大たい積時」を「最大堆積時」に改める。

別記第10号様式中「一時たい積事業」を「一時堆積事業」に、「たい積の」を「堆積の」に改め

る。

別記第11号様式注 3 中「一時たい積事業」を「一時堆積事業」に改める。

別記第13号様式中「たい積されている」を「堆積されている」に、「一時たい積事業」を「一時

堆積事業」に改める。

別記第14号様式中

に改め、同様式注 2 中「法定代理人の住民票の写し」を「法定代理人の住民票の写し（法定代理人

が法人のときは、登記事項証明書）」に、「その他」を「( 1 )から( 3 )までの書類のほか、」に改

める。

別記第15号様式中

に改め、同様式注 2 中「法定代理人の住民票の写し」を「法定代理人の住民票の写し（法定代理人

が法人のときは、登記事項証明書）」に改める。

別記第16号様式中「写真はり付け箇所」を「写真貼り付け箇所」に改める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

申請者の法定代理人の住所及び氏名

（申請者が未成年者の場合にのみ記

入してください。）

申請者の法定代理人の住所

及び氏名（申請者が未成年

者の場合にのみ記入してく

ださい。）

申請者の法定代理人の住所

及び氏名（申請者が未成年

者の場合にのみ記入してく

ださい。）

申請者の法定代理人の住所

及び氏名（法定代理人が法

人の場合は、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者

の職・氏名）（申請者が未

成年者の場合にのみ記入し

てください。）

申請者の法定代理人の住所及び氏名

（法定代理人が法人の場合は、主た

る事務所の所在地、名称及び代表者

の職・氏名）（申請者が未成年者の

場合にのみ記入してください。）

申請者の法定代理人の住所

及び氏名（法定代理人が法

人の場合は、主たる事務所

の所在地、名称及び代表者

の職・氏名）（申請者が未

成年者の場合にのみ記入し

てください。）

「

「

「

「

「

「

を

を

を

」

」

」

」

」

」
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都市計画区域内の建築物等に関する制限規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第31号

都市計画区域内の建築物等に関する制限規則の一部を改

正する規則

都市計画区域内の建築物等に関する制限規則（昭和44年高知県

規則第38号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

高知県都市計画区域内の建築物等に関する制限規則

第 1 条中「規定に基づく」を「規定に基づき」に、「手続」を

「手続等」に改める。

第 2 条第 1 項中「及び」を「若しくは」に、「並びに」を「又

は」に改め、同条第 2 項中「次の各号に」を「次に」に改め、同

項第 1 号中「申請書」を「許可申請書」に改め、同号(イ)中「明

記する」を「明記した」に改め、同項第 2 号中「申請書」を「許

可申請書」に改め、同号ア中「又は」を「若しくは」に、「及

び」を「又は」に、「前号」を「前号に掲げる図書」に改め、同

号イ中「及び物件の設置又は堆
た い

積の」を「又は物件の設置若しく

は堆積の」に改め、同号イ(イ)中「の変更及び物件の設置又は堆
た い

積する」を「を変更し、又は物件を設置し、若しくは堆積する」

に、「明記する」を「明記した」に改め、同項第 3 号中「申請

書」を「許可申請書」に改め、同号ア(イ)中「既設建築物」を

「既設の建築物」に、「明記する」を「明記した」に改め、同号

ア(ウ)中「建築物等」を「建築物その他の工作物」に改め、同号

ア(エ)中「仮換地指定通知書写し」を「仮換地指定通知書の写

し」に、「添付の」を「添付する」に改め、同号イ中「及び物件

の設置又は堆
た い

積の」を「又は物件の設置若しくは堆積の」に改

め、同号イ(イ)中「の変更及び物件の設置又は堆
た い

積する」を「を

変更し、又は物件を設置し、若しくは堆積する」に、「明記す

る」を「明記した」に改め、同号イ(エ)中「仮換地指定通知書写

し」を「仮換地指定通知書の写し」に、「添付の」を「添付す

る」に改め、同号ウ中「申請人」を「申請者」に、「配置図」を

「、配置図」に改め、同項第 4 号中「申請書」を「許可申請書」

に改め、同号ア(イ)中「既設建築物」を「既設の建築物」に、

「明記する」を「明記した」に改め、同号ア(ウ)中「建築物等」

を「建築物その他の工作物」に改め、同号イ中「及び物件の設置

又は堆
た い

積の」を「又は物件の設置若しくは堆積の」に改め、同号

イ(イ)中「の変更及び物件の設置又は堆
た い

積する」を「を変更し、

又は物件を設置し、若しくは堆積する」に、「明記する」を「明

記した」に改め、同条第 3 項中「必要があると」を「、必要があ

ると」に、「必要な図書を添付させることがある」を「、必要な

図書を添付させることができる」に改める。

第 3 条中「知事は、」を「知事は、前条の規定による」に、

「第54条の」を「第54条に規定する」に、「及び」を「若しく

は」に、「通じて申請者」を「経由して当該申請者」に改める。

第 4 条中「許可申請書」を「第 2 条の規定による許可申請」

に、「通じて」を「経由して当該申請者に」に改める。

第 5 条第 1 項中「第 2 条の規定による」を「第 2 条第 1 項の」

に、「市町村」を「町村」に、「付して」を「付して、これを」

に改める。

別記様式を次のように改める。
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附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県都市計画法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第32号

高知県都市計画法施行細則の一部を改正する規則

高知県都市計画法施行細則（平成16年高知県規則第40号）の一

部を次のように改正する。

第 2 条中「条例」を「条例において使用する用語」に、「次

に」を「次の各号に」に改め、同条第 3 号中「第 6 条第 4 項」を

「第 6 条第 1 項」に改め、同条第 4 号中「第 3 条の」を「第 3 条

各号に掲げる」に改め、同条第 5 号中「第 8 条第 1 項の」を「第

 8 条第 1 項に規定する」に改め、同条第 6 号中「第17条第 1 項第

 2 号の」を「第17条第 1 項第 2 号に規定する」に改める。

第 3 条中「次に」を「次の各号に」に改め、同条第 4 号中「地

方税法（昭和25年法律第226号）」を「、地方税法（昭和25年法

律第226号）」に改める。

第 4 条の見出し中「に規定する証明」を「の証明」に改め、同

条中「に規定する証明」を「の規則で定める証明」に、「次の」

を「次の各号の」に改め、同条第 4 号中「第 6 条第 4 項の建築確

認済証」を「第 6 条第 1 項の確認済証」に、「建築物の保存登

記」を「規定による所有権の保存の登記」に改め、同条第 6 号中

「その他」を「前各号に掲げる書類のほか、」に、「証明でき

る」を「証明することができるもの」に改める。

第 5 条の見出し中「第 3 条第 2 項に規定する」を「第 3 条第 2 

項の」に改め、同条中「第 3 条第 2 項に規定する」を「第 3 条第

 2 項の規則で定める」に改める。

第 6 条第 1 号中「第16条第 2 項に規定する」を「第16条第 2 項

の」に改め、同条第 2 号中「第17条第 1 項第 3 号に規定する」を

「第17条第 1 項第 3 号の」に改め、同条第 3 号中「第17条第 1 項

第 4 号に規定する」を「第17条第 1 項第 4 号の」に改める。

第 7 条ただし書中「場合には」を「場合は」に改め、同条第 1 

号中「第15条第 3 号及び第19条第 1 号において」を「以下」に改

め、同条第 6 号中「場合には」を「場合にあっては」に改め、同

条第 7 号中「必要と」を「必要があると」に改める。

第 8 条の見出し中「申告書」を「申告書の提出」に改め、同条

中「申告書を」を「申告書を知事に」に改める。

第 9 条第 1 項中「第29条」を「第29条第 1 項又は第 2 項」に改

め、同条第 2 項中「規定による」を「規定により」に改める。

第10条中「第29条」を「第29条第 1 項又は第 2 項」に、「と

り」を「取り」に、「工事進ちょく状況報告書」を「工事進捗状

況報告書」に改め、同条第12号中「明りょうに確認できなくな

る」を「明瞭に確認することができなくなる」に改める。

第11条の見出しを「（変更許可の申請手続等）」に改め、同条

第 1 項中「進ちょく状況」を「進捗状況」に、「行わなければ」

を「、これをしなければ」に改める。

第12条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第13条の見出し中「許可申請」を「許可申請手続」に改め、同

条第 1 項中「添えなければ」を「添えて、これをしなければ」に

改め、同条第 2 項中「申請者」を「前項の許可の申請に当たって

申請者」に、「許可申請」を「当該申請」に、「前項に定める」

を「同項の規定による」に改め、同条の次に次の 1 条を加える。

（許可に基づく地位の承継の届出）

第13条の 2 　法第44条の規定により許可に基づく地位を承継した

者は、別記第 9 号様式の 2 による届出書により速やかに知事に

届け出なければならない。

第14条中第 4 号を削り、第 5 号を第 4 号とし、第 6 号を第 5 号

とする。

第15条の見出し中「協議」を「協議手続」に改め、同条第 4 号

中「に規定する」を「の規定による」に改める。

第16条の見出し中「事前審査」を「事前審査手続」に改める。

第17条の見出し中「第13条に規定する」を「第13条の」に改

め、同条第 5 号ウ中「必要と」を「必要があると」に改め、同条

第 8 号イ(ア)中「がけ地近接等危険住宅移転事業」を「崖地近接

等危険住宅移転事業」に改め、同号イ(オ)中「同等と」を「同等

であると」に改める。

第19条第11号中「第387条第 1 項に規定する」を「第387条第 1 

項の」に改め、同条第14号中「場合には」を「場合にあっては」

に改め、同条第15号中「必要と」を「必要があると」に改める。

第21条中「、第38条及び第44条」を「及び第38条」に改める。

第22条第 1 項中「第 8 条」を「第 8 条、第13条の 2 」に改め

る。

第24条中「規定に基づく」を「規則に基づく」に改め、同条第

 1 号中「第 8 条」を「第 8 条、第13条の 2 」に改める。

第28条第 2 項中「登録簿」を「知事は、登録簿」に、「閲覧時

間を変更することがある」を「前条の閲覧時間を変更することが

できる」に改める。

第29条第 3 項中「の交付申請書を」を「による交付申請書を知

事に」に改める。

第30条中「禁止することがある」を「禁止することができる」

に改める。

別記第 1 号様式中

に改め、同様式注中「すべてを」を「全てを」に、「すべての」

を「全ての」に、「すべて（」を「全て（」に、「法面の」を

「法
の り

面の」に、「「消火施設」」を「「消防施設」」に改める。

別記第 2 号様式中「すべて」を「全て」に改める。

別記第 3 号様式注 2 中「市町村長の」を「市町村長が」に改め

る。

別記第 4 号様式中

に改める。

別記第 7 号様式中

「高知県収入証紙

　は り 付 け 欄」

を

「高知県収入証紙

　貼 り 付 け 欄」

に改め、同様式注中「市町村長の」を「市町村長が」に、「記載

してください」を「記入してください」に、「記載しないでくだ

さい」を「、記入しないでください」に、「進ちょく状況」を

「進捗状況」に改める。

　別記第 9 号様式中

「高知県収入証紙

　は り 付 け 欄」

を

「高知県収入証紙

　貼 り 付 け 欄」

に改め、同様式注中「市町村長の」を「市町村長が」に、「。

（原則として」を「（原則として」に、「としてください。）」

を「としてください。）。」に改め、同様式の次に次の 1 様式を

加える。

計 画 道 路 の 最 高 勾
こ う

配

がけ面保護擁壁の最高直高

計 画 道 路 の 最 高 勾 配

崖 面 保 護 擁 壁 の 最 高 直 高

「

」

」

を

「

「

を

「

」

」

 5 　都市計画法施行規則第19条第 1 項の該当資格

 5 　都市計画法施行規則第19条の該当資格
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別記第10号様式注中「市町村長の」を「市町村長が」に、「記

入する」を「、記入する」に改める。

別記第11号様式中「に規定する」を「の規定により」に、

「高知都計　第　　　　　　　　号」

を

「　　　　　第　　　　　　　　号」

に改め、同様式注中「その他」を「 1 から 4 までの図書のほ

か、」に改める。

別記第12号様式中

「高知県収入証紙

　は り 付 け 欄」

を

「高知県収入証紙

　貼 り 付 け 欄」

に改め、同様式注中「市町村長の」を「市町村長が」に、「。

（原則として」を「（原則として」に、「としてください。）」

を「としてください。）。」に改める。

別記第13号様式を次のように改める。

第13号様式　削除

別記第14号様式中

「高知県収入証紙

　は り 付 け 欄」

を

「高知県収入証紙

　貼 り 付 け 欄」

に改め、同様式注中「市町村長の」を「市町村長が」に、「。

（原則として」を「（原則として」に、「としてください。）」

を「としてください。）。」に改める。

別記第15号様式中

「高知県収入証紙

　は り 付 け 欄」

を

「高知県収入証紙

　貼 り 付 け 欄」

に、「うえの」を「上の」に、

「高知県知事　　　　　　　　　　　」

を

「高知県知事　　　　　　　　　　印」

に改める。

別記第16号様式注 1 中「記載し」を「記入し」に改める。

別記第18号様式注 1 中「記載してください」を「記入してくだ

さい」に改める。

別記第19号様式注中「市町村長の」を「市町村長が」に改め

る。

別記第23号様式中
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「高知県収入証紙

　は り 付 け 欄」

を

「高知県収入証紙

　貼 り 付 け 欄」

に、「規定による」を「規定により」に改める。

別記第24号様式中「 公 用 文 書 毀

き

棄 罪 」を「 公 用 文 書 毀 棄 罪 」

に、「 場 合 は」を「 場 合 は 　」に改める。

別記第25号様式を次のように改める。

 
、
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県都市計画法施行細則別記様式

は、この規則による改正後の高知県都市計画法施行細則の規定

にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

高知県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

を廃止する規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第33号

高知県風致地区内における建築等の規制に関する条例施

行規則を廃止する規則

高知県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

（昭和47年高知県規則第83号）は、廃止する。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県立療育福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第34号

高知県立療育福祉センターの設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

高知県立療育福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規

則（平成11年高知県規則第23号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「第 5 条において」を「以下」に改める。

第 3 条から第 9 条までを次のように改める。

（障害児通所支援等の利用対象者）

第 3 条　条例第 2 条第 1 号の規定によりセンターが行う障害児通

所支援（以下「障害児通所支援」という。）又は障害児相談支

援（以下「障害児相談支援」という。）の利用対象者は、児童

福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第21条

の 5 の 5 第 1 項に規定する通所給付決定に係る障害児（法第 4 

条第 2 項に規定する障害児をいう。以下同じ。）とする。

 2 　法第21条の 5 の13第 1 項の規定により放課後等デイサービス

障害児通所給付費等を支給することができることとされた者に

ついては、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、前

項並びに次条、第 7 条、第11条及び第14条の規定を適用する。

（障害児通所支援等の利用手続）

第 4 条　障害児通所支援又は障害児相談支援を利用しようとする

障害児の保護者は、知事に対して、別記第 1 号様式による利用

申込書に次に掲げる書類を添えて提出し、当該障害児通所支援

又は障害児相談支援に係る契約を締結しなければならない。た

だし、障害児通所支援にあっては、法第21条の 6 の規定による

行政措置を受けて障害児通所支援が提供される場合は、この限

りでない。

( 1 )　法第21条の 5 の 7 第 9 項に規定する通所受給者証（第 3 

項において「通所受給者証」という。）

( 2 )　前号に掲げるもののほか、知事が特に必要なものとして

別に定める書類

 2 　知事は、前項の障害児通所支援又は障害児相談支援に係る契

約の締結に当たっては、当該障害児通所支援又は障害児相談支

援を利用しようとする障害児の保護者に対して重要事項を説明

し、かつ、当該障害児通所支援又は障害児相談支援の内容につ

いて当該障害児の保護者の同意を得るものとする。

 3 　障害児通所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の保護

者は、通所受給者証の内容に変更があったときは、速やかに知

事に届け出なければならない。

（短期入所の利用対象者）

第 5 条　条例第 2 条第 2 号の規定によりセンターが行う短期入所

（以下「短期入所」という。）の利用対象者は、介護を行う者

の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一

時的に困難となった障害児のうち身体に障害のある者とする。

（短期入所の利用手続）

第 6 条　短期入所を利用しようとする障害児の保護者は、知事に

対して、別記第 2 号様式による利用申込書に次に掲げる書類を

添えて提出し、当該短期入所の利用に係る契約を締結しなけれ

ばならない。ただし、法第21条の 6 の規定による行政措置を受

けて短期入所が提供される場合は、この限りでない。

( 1 )　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第22条第 8 

項に規定する障害福祉サービス受給者証（第 3 項において

「受給者証」という。）

( 2 )　前号に掲げるもののほか、知事が特に必要なものとして

別に定める書類

 2 　知事は、前項の短期入所の利用に係る契約の締結に当たって

は、当該短期入所を利用しようとする障害児の保護者に対して

重要事項を説明し、かつ、当該短期入所の内容について当該障

害児の保護者の同意を得るものとする。

 3 　短期入所を利用する障害児の保護者は、受給者証の内容に変

更があったときは、速やかに知事に届け出なければならない。

（障害児通所支援に要した費用の納付）

第 7 条　障害児通所支援を受けた障害児の保護者は、当該障害児

通所支援に要した費用（肢体不自由児通所医療（法第21条の 5 

の28第 1 項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。次条第 1 

項において同じ。）に要した費用を除く。）の額（法第21条の

 5 の 3 第 2 項又は第21条の 5 の 4 第 2 項の規定により当該障害

児の保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して控除さ

れる額を含む。第14条において同じ。）の料金及び児童福祉法

施行規則（昭和23年厚生労働省令第11号）第18条の 2 に規定す

る通所特定費用（以下「通所特定費用」という。）の額の料金

を県に納付しなければならない。

 2 　通所特定費用の額は、知事が別に定める。

 3 　第 1 項の規定にかかわらず、法第21条の 5 の 7 第11項の規定

により障害児の保護者に代わり市町村が指定通所支援に要した

費用（通所特定費用を除く。）を障害児通所給付費として支払

うこととなった場合は、知事は、同条第13項の規定により当該

障害児通所給付費を当該市町村に対して請求するものとする。

 4 　前項の請求によって当該障害児通所給付費が当該市町村から

支払われたときは、当該支払われた障害児通所給付費の額につ

いて障害児の保護者から納付されたものとみなす。

（肢体不自由児通所医療に要した費用の納付）

第 8 条　障害児通所支援のうち肢体不自由児通所医療を受けた障

害児の保護者は、当該肢体不自由児通所医療に要した費用（知

事が別に定めるものを除く。）の額（法第21条の 5 の28第 2 項

の規定により当該障害児の保護者の家計の負担能力その他の事

情をしん酌して控除される額を含む。第14条において同じ。）

の医療費を県に納付しなければならない。

 2 　前項の規定にかかわらず、法第21条の 5 の28第 3 項の規定に

より障害児の保護者に代わり市町村が肢体不自由児通所医療に

要した費用を肢体不自由児通所医療費として支払うこととなっ

た場合は、知事は、法第21条の 5 の29において読み替えて準用

する法第21条の 3 第 1 項の規定により当該肢体不自由児通所医

療費を当該市町村に対して請求するものとする。

 3 　前項の請求によって当該肢体不自由児通所医療費が当該市町

村から支払われたときは、当該支払われた肢体不自由児通所医

療費の額について障害児の保護者から納付されたものとみな

す。

（障害児相談支援に要した費用の納付）

第 9 条　障害児相談支援を受けた障害児の保護者は、当該障害児

相談支援に要した費用の額の料金を県に納付しなければならな

い。

 2 　前項の規定にかかわらず、法第24条の26第 3 項の規定により

障害児の保護者に代わり市町村が指定障害児相談支援に要した

費用を障害児相談支援給付費として支払うこととなった場合

は、知事は、同条第 5 項の規定により当該障害児相談支援給付

費を当該市町村に対して請求するものとする。

 3 　前項の請求によって当該障害児相談支援給付費が当該市町村

から支払われたときは、当該支払われた障害児相談支援給付費

の額について障害児の保護者から納付されたものとみなす。
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第14条を第15条とする。

第13条の見出し中「障害児施設支援」を「障害児通所支援」に

改め、同条中「障害児施設支援に要した費用の額の料金、第 8 条

第 1 項の障害児施設医療に要した費用の額の医療費又は第 9 条第

 1 項」を「障害児通所支援に要した費用の額の料金若しくは通所

特定費用の額の料金、第 8 条第 1 項の肢体不自由児通所医療に要

した費用の額の医療費、第 9 条第 1 項の障害児相談支援に要した

費用の額の料金又は第10条第 1 項」に改め、同条を第14条とす

る。

第12条を第13条とし、第11条を第12条とする。

第10条中「障害児施設支援」を「障害児通所支援」に、「児童

の保護者等（児童」を「障害児の保護者等（障害児」に、「児童

の保護者等が」を「障害児の保護者等が」に改め、同条を第11条

とし、第 9 条の次に次の 1 条を加える。

（短期入所に要した費用の納付）

第10条　短期入所を利用した障害児の保護者は、障害者自立支援

法第29条第 1 項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費

用の額（同条第 3 項の規定により当該障害児の保護者の家計の

負担能力その他の事情をしん酌して控除される額を含む。第14

条において同じ。）の料金及び障害者自立支援法施行規則（平

成18年厚生労働省令第19号）第25条第 3 号に掲げる短期入所に

係る特定費用（以下「特定費用」という。）の額の料金を県に

納付しなければならない。

 2 　特定費用の額は、知事が別に定める。

 3 　第 1 項の規定にかかわらず、障害者自立支援法第29条第 4 項

の規定により障害児の保護者に代わり市町村が指定障害福祉サ

ービス等に要した費用（特定費用を除く。）を介護給付費とし

て支払うこととなった場合は、知事は、同条第 6 項の規定によ

り当該介護給付費を当該市町村に対して請求するものとする。

 4 　前項の請求によって当該介護給付費が当該市町村から支払わ

れたときは、当該支払われた介護給付費の額について障害児の

保護者から納付されたものとみなす。

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高知県立療

育福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（以下

「旧規則」という。）第 4 条第 1 項の規定により通所の手続を

行っている者は、この規則の施行の日（次項において「施行

日」という。）に、この規則による改正後の高知県立療育福祉

センターの設置及び管理に関する条例施行規則（次項において

「新規則」という。）第 4 条第 1 項の規定により障害児通所支

援の利用手続を行った者とみなす。

 3 　この規則の施行の際現に旧規則第 6 条第 1 項の規定により障

害福祉サービス（児童デイサービスに限る。）の利用手続を

行っている者は、施行日に、新規則第 4 条第 1 項の規定により

障害児通所支援の利用手続を行った者とみなす。

 4 　この規則の施行後における旧規則第 7 条の規定による障害児

施設支援に要した費用の納付、旧規則第 8 条の規定による障害

児施設医療に要した費用の納付、旧規則第 9 条の規定による障

害福祉サービス（児童デイサービスに限る。）を利用した児童

に係る費用の納付及び旧規則第10条の規定によるセンターにお

いて提供される便宜に要する費用の納付については、なお従前

の例による。

高知県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第35号

高知県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則

高知県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 9 年

高知県規則第88号）の一部を次のように改正する。

第 3 条の次に次の 1 条を加える。

（障害の程度）

第 3 条の 2 　条例第 6 条第 1 号ア(ア)ａ及び第 9 条第 3 項第 8 号

アの規則で定める障害者の障害の程度は、次の各号に掲げる障

害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

( 1 )　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省

令第15号）別表第 5 号の 1 級から 4 級までのいずれかに該当

する程度

( 2 )　精神障害　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和25年政令第155号）第 6 条第 3 項の 1 級又は 2 級

に該当する程度
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( 3 )　知的障害　前号に規定する精神障害に係る障害の程度に

相当する程度

 2 　条例第 6 条第 1 号ア(ア)ｂ及び第 9 条第 3 項第 8 号イの規則

で定める戦傷病者の障害の程度は、恩給法（大正12年法律第48

号）別表第 1 号表ノ 2 の特別項症から第 6 項症まで又は同法別

表第 1 号表ノ 3 の第 1 款症のいずれかに該当する程度とする。

第 5 条の見出し及び第 6 条の見出し中「決定通知」を「決定通

知の手続」に改める。

第 7 条の見出し中「手続」を「手続等」に改める。

第 9 条の見出し中「申告等」を「申告等の手続」に改める。

第11条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第12条の見出しを「（目的外使用の承認の申請等）」に改め

る。

第13条の見出しを「（模様替え等の承認の申請等）」に改め

る。

第14条の見出し中「承認」を「承認の申請等」に改め、同条第

 1 項に次のただし書を加える。

ただし、同居により当該入居者の収入が条例第 6 条第 1 号の

金額を超えると見込まれるとき（入居者の介護その他特別の事

情により同居させることが必要であると知事が認めるときを除

く。）を除く。

第15条の見出し中「承継等」を「承継の承認の申請等」に改め

る。

第16条の見出し中「の認定」を「に関する認定の手続等」に改

める。

第19条の見出し及び第20条の見出し中「明渡し請求等」を「明

渡し請求等の手続」に改める。

第21条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第22条の見出しを「（明渡し請求の手続）」に改める。

第23条の見出し中「申請等」を「申請手続等」に改める。

第24条の見出し中「算定等」を「額の算定」に改め、同条中

「123,000円以下の場合の項」を「104,000円以下の場合の項」に

改める。

第25条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第26条の見出し中「取消し」を「取消しの通知」に改める。

第27条の見出し中「申請等」を「申請手続等」に改める。

第30条の見出しを「（共同施設駐車場の使用料の額の算定）」

に改める。

第32条の見出し中「取消し」を「取消しの通知」に改める。

第33条の見出し及び第34条の見出し中「届出」を「届出手続」

に改める。

第36条の表中「第57条第 1 項第 1 号」を「第57条第 1 項の規定

による書類（誓約書）」に、「第63条において」を「第63条にお

いて読み替えて」に改める。

別表第 2 中「浴槽・ふろがま」を「浴槽・風呂釜」に改める。

別表第 4 中「すべての」を「全ての」に改める。

別記第 1 様式を次のように改める。
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別記第 3 号様式を次のように改める。
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別記第 4 号様式注中「の証明書」を「を証明する書類」に改め

る。

別記第 5 号様式中「さきに」を「先に」に、「入居決定取消し

事由」を「入居決定取消事由」に、「を提出しない」を「の提出

をしない」に、「を納付しない」を「の納付をしない」に改め

る。

別記第 6 号様式を次のように改める。
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別記第 7 号様式中「さきに」を「先に」に、「住民票」を「住

民票の写し」に改める。

別記第 8 号様式を次のように改める。
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別記第10号様式中「さきに」を「先に」に、「を含む。）は」

を「を含みます。）は、」に、

に改める。

別記第12号様式を次のように改める。

「

「

を

」

」

職 業 及 び 勤 務 先

職 業 、 勤 務 先 等
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別記第15号様式中「厳守します」を「、厳守します」に改め、

同様式注中「必要と」を「必要があると」に改める。

別記第16号様式及び別記第17号様式を次のように改める。
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別記第18号様式中「さきに」を「先に」に改める。

別記第19号様式を次のように改める。
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別記第20号様式中「さきに」を「先に」に改める。

別記第21号様式を次のように改める。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
2
号

平
成

2
4
年
 9
 月

1
4
日
（
金
曜
日
）
　

2
3
2
3

別記第22号様式中「さきに」を「先に」に改める。

別記第23号様式中「さきの」を「先の」に改め、同様式備考中

「失・退職等」を「失業、退職等」に改める。

別記第24号様式中「さきに」を「先に」に、「を含む。）は」

を「を含みます。）は、」に、

に改める。

別記第25号様式中「さきの」を「先の」に改める。

別記第26号様式中「さきに」を「先に」に、「を含む。）は」

を「を含みます。）は、」に、

に改める。

別記第27号様式中「さきに」を「先に」に、「御理解のうえ」

を「御理解の上」に、「所定の」を「、所定の」に改める。

別記第28号様式中「さきに」を「先に」に改める。

別記第32号様式を次のように改める。

「

「

「

「

を

を

」

」

」

」

職 業 及 び 勤 務 先

職 業 及 び 勤 務 先

職 業 、 勤 務 先 等

職 業 、 勤 務 先 等
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別記第33号様式中「さきに」を「先に」に改める。

別記第34号様式中「さきに」を「先に」に、「許可できません

ので」を「許可することができませんので」に、「許可できな

い」を「許可することができない」に改める。

別記第35号様式を次のように改める。
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別記第36号様式及び別記第39号様式中「さきに」を「先に」に

改める。

別記第40号様式及び別記第41号様式を次のように改める。
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別記第42号様式中「さきに」を「先に」に改める。

別記第43号様式から別記第46号様式までを次のように改める。
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別記第48号様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の高知県営

住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわら

ず、残品の限度で使用することができる。
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